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現
在
、
中
国
の
農
村
で
は
教
育
管
理
体
制
の
大
幅
な

見
直
し
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
。
農
村
に
お
け
る
義
務
教

育
の
管
理
主
体
が
郷
鎮
政
府
か
ら
県
政
府
レ
ベ
ル
へ
と

引
上
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
教
員
給
与
の
支
払
い
方
法

の
変
更
や
貧
困
地
域
を
中
心
に

一
費
制

な
ど
が
実

施
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
農
村
に
お
け
る
教
育
制
度
改
革
の
直
接
の
要
因
は
、

小
中
学
生
の
就
学
率
の
低
さ
、
教
員
の
流
出
、
老
朽
校

舎
の
存
在
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、

農
村
義
務
教
育
の
管
理
主
体
で
あ
る
郷
鎮
政
府
に
お
け

る
予
算
不
足
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
中
国
農
村
の
義
務
教
育
の
現
状
と
改
革

の
方
向
を
、
郷
鎮
政
府
の
財
政
赤
字
と
い
う
背
景
を
踏

ま
え
つ
つ
紹
介
す
る
。

　
中
国
政
府
は
二
〇
〇
〇
年
に
、

両
基

の
実
現
を
基

本
的
に
達
成
し
た
と
発
表
し
た
。

両
基

と
は
、
九
年

義
務
教
育
の
普
及
と
青
壮
年
非
識
字
者
の
一
掃
を
基
本

的
に
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
義
務
教
育
の
普
及
率

に
は
地
域
的
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
九
年
義
務
教
育
は
人
口
の
八
五
％
を

カ
バ
ー
し
て
い
る
が
、
一
〇
％
で
は
六
年
制
、
五
％
の

未
発
展
地
域
で
は
三
年
制
あ
る
い
は
四
年
制
が
普
及
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
同
時

に
、
経
済
発
展
の
遅
れ
た
西
部
地
区
の
三
七
二
県
で
は

両
基

の
任
務
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
別
の
資
料
に
よ
れ
ば
、 

「
普
九
」（
九
年
義
務
教
育
）

が
未
達
成
の
国
家
貧
困
救
済
対
象
県
は
、
二
〇
〇
二
年

の
段
階
で
も
四
三
一
県
存
在
し
、
不
登
校
率
が
五
％
を

超
え
る
県
も
二
五
七
存
在
す
る
と
い
う
。
県
の
数
が
約

二
〇
五
〇
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
農
村
地
域
に
お

け
る
義
務
教
育
に
は
多
く
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。

　
「
中
国
教
育
青
書
」
の
二
〇
〇
三
年
版
に
よ
れ
ば
、

二
〇
〇
二
年
に
お
け
る
全
国
平
均
の
小
学
校
入
学
率
は

九
八
・
六
％
、
中
学
入
学
率
は
九
〇
・
〇
％
で
あ
る

が
、
「
普
九
」
達
成
率
は
七
六
・
六
％
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
数
字
が
示
す
の
は
、
就
学
期
間
に
お
け
る
不
登
校

率
の
高
さ
で
あ
ろ
う
。
毎
年
五
〇
〇
万
人
余
の
学
齢
児

童
が
脱
落
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
特
に
「
普
九
」
の

達
成
度
の
低
い
省
と
し
て
は
、
チ
ベ
ッ
ト
（
達
成
率
四

一
・
二
％
）
、
寧
夏
（
四
九
・
八
％
）
、
青
海
（
五
三
・
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教
員
の
給
与
の
未
払
い
と
流
出

　
農
村
地
域
で
は
教
員
の
質
と
待
遇
に
も
幾
多
の
問
題

が
あ
る
。
例
え
ば
上
述
の
「
青
書
」
で
は
、
教
員
資
格

の
合
格
率
（
二
〇
〇
一
年
）
は
、
中
学
校
の
場
合
、
都

市
の
九
二
・
三
％
に
対
し
農
村
の
そ
れ
は
八
四
・
七
％

と
低
く
、
大
学
卒
の
割
合
も
都
市
の
二
三
・
五
％
に
比

較
し
九
・
四
％
と
低
い
。

　
農
村
教
員
の
質
は
そ
の
生
活
環
境
か
ら
す
れ
ば
や
む

を
得
な
い
部
分
も
あ
る
。
医
療
制
度
、
住
宅
積
立
金
制

度
が
不
備
な
う
え
、
十
分
な
文
献
資
料
の
な
い
農
村
で

九
％
）
、
海
南
（
五
四
・
八
％
）
、
甘
粛
（
五
五
・
四
％
）
、

貴
州
（
五
六
・
一
％
）
、
四
川
（
五
七
・
七
％
）
な
ど
が

あ
る
。

　
「
青
書
」
は
こ
の
よ
う
に
「
普
九
」
の
未
達
成
率
と

不
登
校
率
が
高
い
要
因
と
し
て
、
こ
こ
数
年
間
に
お
け

る
郷
村
財
政
の
赤
字
を
あ
げ
て
い
る
。
例
え
ば
教
育
財

源
の
不
足
に
よ
る
債
務
額
は
、
湖
北
省
二
一
億
元
、
陜

西
省
一
五
億
元
な
ど
に
達
し
、
債
権
者
が
学
校
を
封
鎖

し
た
り
、
債
務
名
義
人
で
あ
る
校
長
を
殴
打
す
る
事
件

な
ど
の
発
生
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
農
村
で
税
費
改
革

（
税
金
と
費
用
に
関
す
る
改
革
）
が
実
施
さ
れ
て
依

頼
、
郷
村
財
政
は
一
段
と
悪
化
し
、
封
鎖
さ
れ
る
学
校

も
増
加
し
て
い
る
と
い
う
。

　
ま
た
、
貧
困
か
ら

輟
学

（
不
登
校
・
退
学
）
す
る

小
中
学
生
も
増
加
し
て
お
り
、
湖
北
省
の
あ
る
市
の
二

つ
の
中
学
校
の
不
登
校
率
は
十
一
・
三
〜
一
七
・
五
％

と
高
く
、
あ
る
県
の
二
つ
の
中
学
校
の
そ
れ
は
二
〇
・

一
〜
二
十
二
・
八
％
に
達
し
て
い
る
と
も
報
告
さ
れ
て

い
る
。
不
登
校
に
は
学
習
指
導
の
方
法
や
生
活
に
直
結

し
た
職
業
教
育
が
な
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
問
題
点
も

指
摘
さ
れ
る
が
、最
大
の
要
因
は
や
は
り
貧
困
で
あ
ろ
う
。

働
き
た
い
教
員
が
多
い
は
ず
が
な
い
。
農
村
医
療
の
担

い
手
で
あ
る
合
作
医
療
制
度
（
所
報
一
一
二
号
参
照
）

は
二
〇
〇
三
年
か
ら
各
省
で
の
実
験
が
始
ま
っ
た
ば
か

り
で
あ
り
、
全
国
的
な
規
模
で
普
及
す
る
の
は
二
〇
一

〇
年
の
見
込
み
で
あ
る
。
現
状
で
は
入
院
手
術
の
必
要

な
病
気
は
県
庁
所
在
地
の
病
院
ま
で
行
か
ね
ば
な
ら
な

い
し
、
そ
の
負
担
も
重
い
。

　
税
費
改
革
は
、
農
民
の
負
担
を
軽
減
す
る
目
的
で
二

〇
〇
〇
年
か
ら
本
格
化
し
た
が
、
そ
の
過
程
で
郷
村
の

財
政
支
出
を
削
減
す
る
た
め
に
多
く
の
小
中
学
校
の
整

理
統
合
が
行
わ
れ
、
大
量
の
教
員
が
配
置
転
換
や
解
雇

の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
郷
村
教
員
の
流
出

が
加
速
化
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
教
員
流
出
の
主
要
因

は
改
善
さ
れ
な
い
賃
金
水
準
（
都
市
よ
り
月
額
平
均
二

〇
〇
〜
三
〇
〇
元
低
い
）
と
頻
発
す
る
欠
配
で
あ
ろ

う
。
農
村
教
員
の
流
出
は
河
南
省
、
湖
北
省
で
は
特
に

多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
二
年
に
は
雲
南
省
の
教

員
が
隣
国
の
ベ
ト
ナ
ム
へ
流
出
し
た
と
の
報
告
も
あ
る
。

　
税
費
改
革
の
先
駆
省
で
あ
る
安
徽
省
で
の
調
査
（
二

〇
〇
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
三
県
一
〇
郷
の
人
件
費
支
出

に
占
め
る
教
員
人
件
費
の
割
合
は
七
五
・
三
％
と
高

く
、
郷
に
よ
っ
て
は
九
三
・
一
％
に
達
し
て
い
た
と
い

う
。
全
国
レ
ベ
ル
で
み
る
と
、
二
〇
〇
一
年
に
お
け
る

農
村
小
中
学
校
教
員
に
対
す
る
賃
金
未
払
い
総
額
は
四

三
〇
億
元
の
巨
額
に
達
す
る
も
の
と
推
計
さ
れ
て
い

る
。
一
方
、
全
国
に
約
四
万
あ
る
郷
鎮
政
府
の
財
政
は

ほ
と
ん
ど
が
赤
字
で
、
二
〇
〇
〇
年
末
時
点
で
平
均
四

〇
〇
万
元
あ
っ
た
累
積
債
務
も
ほ
と
ん
ど
償
還
さ
れ
な

い
ば
か
り
か
増
加
し
て
い
る
可
能
性
す
ら
あ
る
。

　
税
費
改
革
で
は
、
農
民
の
負
担
し
て
き
た
農
業
税
、

農
業
特
産
税
、
屠
殺
税
の
う
ち
後
の
二
つ
が
廃
止
と
な

り
、
農
業
税
も
段
階
的
に
廃
止
さ
れ
る
方
向
に
あ
る
。

ま
た
農
民
に
対
し
て
統
一
的
に
徴
収
さ
れ
て
き
た
村
の

積
立
金
や
郷
の
統
一
徴
収
費
な
ど
の
経
費
（
村
や
郷
の

公
益
事
業
費
、
教
育
費
、
人
件
費
の
財
源
）
も
農
業
税

の
付
加
税
（
正
税
の
二
〇
％
）
と
す
る
こ
と
で
一
本
化

さ
れ
た
。
年
間
一
五
〜
三
〇
日
あ
っ
た
役
務
も
廃
止
さ

れ
、
公
益
・
公
共
事
業
も
村
民
代
表
大
会
で
審
議
し
、

負
担
割
当
て
が
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
改
革
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
農
民
の
社
会
的
負
担
は
二
〇
〇
三
年
末
に

は
三
〇
％
以
上
も
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ

の
分
郷
村
財
政
の
収
入
源
が
減
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
黒
龍
江
省
の
場
合
、
改
革
に
よ
っ
て
一
、
二
一

〇
の
郷
鎮
で
一
三
億
五
〇
〇
〇
万
元
も
の
財
政
収
入
不

足
が
生
じ
、
国
や
県
か
ら
の
財
政
補
填
（
主
に
教
育

費
）
が
あ
っ
て
も
赤
字
は
解
消
で
き
な
い
と
の
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
安
徽
省
で
は
農
村
教
育
費
の
二
〇
〇
三

年
末
ま
で
の
累
積
債
務
は
二
〇
億
三
〇
〇
〇
万
元
に
達

し
、
多
い
県
で
は
六
〜
七
〇
〇
〇
万
元
の
負
債
が
あ

り
、
そ
れ
を
巡
る
係
争
が
絶
え
な
い
状
況
に
あ
る
と
い

う
。
問
題
は
、
郷
村
が
統
一
的
に
徴
収
す
る
経
費
に
含

ま
れ
て
い
た
教
育
附
加
税
や
教
育
資
金
の
調
達
が
廃
止

さ
れ
、
債
務
の
返
済
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
ば
か
り
で

な
く
、
地
域
的
な
貧
富
の
差
が
教
育
現
場
に
ま
で
影
響

を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
江
蘇
省
な
ど
、
全
国
に
み
て
相
対
的
に
高
い
経
済
水

準
に
あ
る
省
で
は
、
財
源
不
足
は
企
業
か
ら
の
徴
収
で

補
え
る
が
、
そ
れ
で
も
工
商
税
収
の
多
い
蘇
南
と
企
業

の
少
な
い
蘇
北
で
は
税
徴
に
差
が
あ
り
、
そ
れ
が
小
学

生
一
人
当
り
の
教
育
費
の
差
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
　
農
村
教
育
改
革
の
方
向
と
課
題

　
郷
村
財
政
の
逼
迫
に
起
因
す
る
学
校
封
鎖
な
ど
に
対
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応
す
る
た
め
、
中
央
政
府
は
二
〇
〇
三
年
八
月
か
ら
校

長
な
ど
が
名
義
人
と
な
っ
て
い
る
学
校
の
債
務
を
銀

行
、
建
設
業
者
、
個
人
な
ど
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
利

子
の
引
下
げ
や
水
増
し
請
求
分
を
精
査
す
る
な
ど
し
て

返
済
計
画
を
作
り
、
基
本
的
に
学
校
に
債
務
を
負
わ
せ

な
い
措
置
を
講
じ
つ
つ
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
応
急
措
置
を
取
る
一
方
、
二
〇
〇
一
年

か
ら
は
、
義
務
教
育
制
度
そ
の
も
の
の
改
革
に
着
手
し

て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
五
月
に
公
布
さ
れ
た
「
基
礎
教

育
改
革
と
発
展
に
関
す
る
決
定
」
で
は
、
二
〇
〇
五
年

ま
で
に
中
学
進
学
率
を
九
〇
％
以
上
に
、
高
校
進
学
率

を
六
〇
％
前
後
に
引
上
げ
る
な
ど
の
目
標
を
示
す
と
と

も
に
、
農
村
義
務
教
育
の
管
理
体
制
に
関
し
て
以
下
の

よ
う
な
具
体
的
な
方
針
を
提
起
し
て
い
る
。

①
義
務
教
育
の
管
理
主
体
を
郷
鎮
か
ら
県
レ
ベ
ル
に
引

　
上
げ
る
。
中
央
政
府
は
予
算
配
分
を
通
じ
て
貧
困
地

　
区
や
少
数
民
族
地
区
を
支
援
し
、
省
政
府
は
交
付
金

　
が
農
村
義
務
教
育
の
発
展
に
資
す
る
よ
う
に
す
る
。

　
県
政
府
は
当
該
地
区
の
義
務
教
育
に
対
し
主
要
な
責

　
任
を
負
い
、
教
員
賃
金
の
統
一
的
支
給
を
す
る
。
校

　
長
は
教
育
の
管
理
を
し
、
教
学
活
動
を
指
導
す
る
。

②
二
〇
〇
一
年
か
ら
は
農
村
小
中
学
校
教
員
の
賃
金
は

　
県
が
管
理
し
、
郷
鎮
財
政
収
入
に
お
け
る
教
員
賃
金

　
は
県
財
政
に
組
み
入
れ
る
。

③
老
朽
校
舎
の
改
築
用
資
金
の
調
達
は
規
定
に
基
づ
い

　
て
実
行
し
、
農
民
の
義
務
労
働
で
支
援
す
る
。
税
費

　
改
革
で
教
育
関
連
財
源
の
減
っ
た
地
区
に
対
し
て

　
は
、
改
革
前
の
水
準
を
下
回
ら
な
い
水
準
で
予
算
を

　
交
付
す
る
。
郷
鎮
政
府
や
村
民
委
員
会
は
学
校
用
地

　
を
手
配
す
る
。

④
流
動
人
口
の
子
女
の
教
育
は
、
流
入
地
区
の
政
府
が

　
管
理
主
体
と
な
り
、
全
日
制
公
立
小
中
学
校
で
教
育

　
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
。

⑤
五
・
三
制
の
義
務
教
育
を
実
行
し
て
い
る
地
区
で
は

　
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
六
・
三
制
に
す
る
。

　
こ
の
基
礎
教
育
に
関
す
る
決
定
を
よ
り
具
体
化
し
た

も
の
と
し
て
、
二
〇
〇
二
年
五
月
に
は
、
「
農
村
義
務

教
育
管
理
体
制
に
関
す
る
通
達
」
を
公
布
し
て
い
る
。

四
章
一
五
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
る
通
達
の
概
要
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

①
農
村
義
務
教
育
の
管
理
主
体
は
県
と
す
る
。
県
政
府

　
は
経
費
の
計
画
的
配
分
、
老
朽
校
舎
改
築
専
用
資
金

　
の
確
保
な
ど
を
統
一
的
に
行
い
、
学
齢
期
児
童
の
入

　
学
、
不
登
校
の
抑
制
、
治
安
の
維
持
な
ど
教
育
環
境

　
を
整
え
る
。

②
県
政
府
は
教
員
賃
金
を
予
算
に
計
上
し
、
個
人
口
座

　
に
銀
行
振
込
み
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

③
小
中
学
生
か
ら
徴
収
す
る
雑
費
は
す
べ
て
公
用
経
費

　
と
し
、
教
員
の
賃
金
、
手
当
、
福
利
厚
生
や
イ
ン
フ

　
ラ
建
設
に
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
農
村
義
務
教
育
に
関
す
る
一
連
の
政
策
を
総
括
し
た

か
た
ち
で
、
二
〇
〇
三
年
九
月
に
は
「
農
村
義
務
教
育

工
作
を
更
に
強
化
す
る
こ
と
に
関
す
る
決
定
」
を
通
達

し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
農
村
小
中
学
校
に
お
け
る
職
業

技
術
教
育
の
強
化
や
貧
困
世
帯
の
子
女
を
対
象
に

両

免
一
補

（
学
費
と
教
科
書
代
の
免
除
お
よ
び
宿
舎
料

の
補
助
）
措
置
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
他
、
都
市
就
労
「
農
民
工
」 （
農
民
労
働
者
）の

子
女
の
就
学
に
関
す
る
通
達
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
農
村

義
務
に
関
す
る
政
策
は
、
こ
こ
二
、
三
年
で
急
速
に
強

化
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
依
然
と
し
て
教
育

関
連
の
「
乱
収
費
」
（
デ
タ
ラ
メ
な
経
費
の
徴
収
）
が

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
乱
収
費
」
に
関
し

て
は
、
上
述
の
「
教
育
青
書
」
（
二
〇
〇
三
年
版
）

が
、

止
ま
る
こ
と
の
な
い
乱
収
費

と
い
う
一
節
を
設

け
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
教
育
現
場
に
お
け
る
「
乱
収
費
」
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
定
ま
っ
た
学
費
以
外
に
多
様

な
名
目
で
経
費
を
徴
収
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

広
東
省
で
は
二
〇
〇
七
年
を
目
処
に
義
務
教
育
に
お
け

る
学
費
の
全
免
を
計
画
し
て
い
る
一
方
で
、
小
中
学
生

に
入
学
証
明
書
を
交
付
す
る
見
返
り
と
し
て
、
農
業

税
、
敬
老
院
費
、
保
安
費
を
徴
収
す
る
な
ど
、
子
供
を

人
質
に
す
る
よ
う
な
行
為
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
極
端
な
違
法
行
為
こ
そ
少
な
い
も
の

の
、
定
ま
っ
た
学
費
以
外
に
法
外
な
高
額
で
課
外
補
講

費
、
服
装
費
、
期
末
試
験
費
、
卒
業
証
明
書
発
給
費
、

衛
生
費
、
入
学
金
な
ど
を
徴
収
す
る
例
は
検
挙
に
い
と

ま
が
な
い
。
ま
た
、
農
民
労
働
者
の
子
女
に
対
す
る
差

別
は
法
規
面
で
は
解
消
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
彼
等
は
依

然
と
し
て

借
読
生

（
学
習
の
場
を
借
り
て
い
る
学

生
）
と
し
て
扱
わ
れ
、
法
外
な
入
学
金
や

借
読
費

を

負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
乱
収
費
」
の
横
行
に
対
処
す
る
た

め
、
最
近
各
地
で

一
費
制

（
標
準
学
費
の
み
を
徴
収

す
る
制
度
）
の
実
施
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、

一
次

費

（
学
費
と
抱
き
合
わ
せ
で
衛
生
費
な
ど
を
一
度
に

徴
収
す
る
）
で
は
な
い
か
と
揶
揄
さ
れ
る
状
況
で
、
定

着
し
つ
つ
あ
る
と
は
言
い
難
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
農
村
教
育
の
管
理
主
体
は
郷
鎮
か
ら
県
レ
ベ
ル
へ
と

引
上
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
四
割
の
県
は
赤
字
財
政
で
あ

る
。
長
期
的
に
は
農
村
教
育
の
主
管
を
省
レ
ベ
ル
に
引

上
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は

税
費
改
革
に
よ
る
郷
鎮
財
政
の
減
収
分
を
中
央
が
全
面

的
に
補
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
こ
ば
や
し
ひ
ろ
な
お
・
ア
ジ
ア
研
究
所
所
長
）
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